
別表第４（第７条関係） 

 

１ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第７項の規定によ

る許可を要する行為 

 ２ 土地改良法に基づく土地改良事業 

 ３ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の２第１項及び第３４条第２項（第４４条において準用する場  

合を含む。）の規定による許可を要する行為 

 ４ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定による承認並びに同法第３２条第１項及び第９１条第１  

項の規定による許可を要する行為 

 ５ 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第７６条第１項の規定による許可を要する行為 

 ６ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項の規定による許可を要する行為 

 ７ 自然公園法（昭和３２年法律第１６１号）第２０条第３項及び第２１条第３項の規定による許可を要する行為 

 ８ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第１８条第１項の規定による許可を要する行為 

 ９ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５５号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第８条第１項の規定

による許可を要する行為 

１０ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第２４条、第２６条第１項、第２７条第１項、第５５条第１項、第５７  

条第１項、第５８条の４第１項及び第５８条の６第１項の規定による許可を要する行為 

１１  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による許可、同法第５９条第４項の規定による認可  

及び同法附則第４項の規定による許可を要する行為 

１２  都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事業及び同法第６６条第１項の規定による許  

可を要する行為 

１３  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第７条第１項の規定による許可を  

要する行為 

１４  自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第２５条第４項の規定による許可を要する行為 

１５ 都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第１４条第１項の規定による許可を要する行為 

１６ 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第８条第１項の規定による許可を要する行為 

１７ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第７５号）第３７条第４項の規定によ

る許可を要する行為 

１８ 栃木県立自然公園条例（昭和３３年栃木県条例第１１号）第１９条第３項の規定による許可を要する行為 

１９ 自然環境の保全及び緑化に関する条例（昭和４９年栃木県条例第５号）第１５条第４項の規定による許可を要  

する行為 

２０ 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例（平成１５年栃木県条例第５号）第４条第１項及び第５条の規定によ

る許可を要する行為 


